
   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６２号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊３８２番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ３６５平方メートル 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６３号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４００番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ３９７平方メートル 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６４号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４１７番１ 

３ 地目 原野 

４ 地積 １３３０平方メートル 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６５号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４１７番２ 

３ 地目 雑種地 

４ 地積 １３平方メートル 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６６号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４３７番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ２２３平方メートル 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６７号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４３９番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ５１３平方メートル 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う予

定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００６８号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４５６番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ２２５平方メートル 

 



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５３号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊３４１番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ２１１平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５４号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊３７１番１ 

３ 地目 原野 

４ 地積 ３９７平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５５号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊３７１番２ 

３ 地目 公衆用道路 

４ 地積 ８・０４平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５６号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊３７４番 

３ 地目 原野 

４ 地積 １７８平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５７号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４４２番１ 

３ 地目 原野 

４ 地積 １９１平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５８号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４４２番２ 

３ 地目 雑種地 

４ 地積 １９７平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 

  



   表題部所有者の登記のお知らせ 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

及び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 令和８年２月２７日 函館地方法務局八雲支局 登記官 加藤 正明 

記 

１ 手続番号 第４４０２－２０２５－００５９号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

     寿都郡寿都町字政泊町政泊４５５番 

３ 地目 原野 

４ 地積 ４６１平方メートル 

５ 抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

に記録されている事項）  髙島駒吉 

６ 登記すべき事項 

     表題部所有者として登記すべき者がない（令和元年法律第１５号第

１４条第１項第４号イ） 
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